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ハイライト 

 

 9月21日(月)のIASBの投票が賛否同数に終わるという稀な状況の後、IASB議
長が9月23日(水)に決定票を行使し、公開草案の公表を承認した。公開草案で
は、保険会社に対してIFRS4フェーズ２が強制適用されるまでIFRS9の発効日
を延期すべきかどうかについての意見を求める予定である。 

 限定的な決定事項には「サンセット条項」が付されており、IASBがIFRS第4

号フェーズ２を遅くとも2020年1月1日に発効するように完了しなければ、延
期は失効しIFRS第9号は2021年1月1日に発効する。 

 この延期アプローチへの支持は限定的であり、その代替案として、保険負債
を調整するアプローチが導入された。これは、IFRS第9号の影響を純損益から
その他の包括利益（OCI）に戻し入れる方法であり、7月の会議で承認され、
今回「上書きアプローチ」と命名された。 

 IFRS第9号がIFRS第4号フェーズ２と同時に発効する場合には、保険者は上書
きアプローチが適用できる。 

 IASBはこれら2つの方法を含む公開草案について投票手続に進むことを決定し
ており、公開草案は2～3ヶ月以内に公表される予定である。 
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ハイライト（続き） 

 IASB会議の残りの時間は、資産と負債の相互関係と、その純損益とOCIでの
表示を含む様々な論点についての協議・投票に当てられた。 

 保険契約は貸借対照表上、常に現在の市場変数を用いて測定される。 

 負債の変動の純損益とOCIへの分解は割引率の表示に従う。この原則の下では、
前提条件の変動による影響を、市場変数によるもの（純損益とOCI）と他の
変数によるもの（純損益と契約上のサービス・マージン（CSM））とに分解
することが要求される。 

 純損益とOCIへの計上は戻し入れなければならない。 

 OCIによる解決策を用いる場合の純損益の金額を計算するための手法は規定さ

れない。簿価利回りアプローチは、保険契約のキャッシュ・フローにマッチ
するような基礎となる項目が存在する場合（例：ユニットリンク契約）に許
容される。 

 変動手数料アプローチの契約については、前提条件の変動は分解され、ヘッ
ジ手段でカバーされる部分が純損益に認識される。 
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 スタッフは、2015年7月のIASB会議での決定事項以降の、上書きアプローチの
改善点を説明した。 

 上書きアプローチの対象として適格な金融資産を指定することが最も現実的な
解決策であるという全般的な合意がなされた。 

 ある理事は、同一の法人内で銀行業務と保険業務の両方を行っている場合は金
融資産を再指定することは困難であると述べた。 

 別の理事は、純損益とOCIに計上する金額を操作するために企業が移行時に両ア
プローチを都合よく適用してしまう可能性について懸念を示した。 

 スタッフは、経営者が上書きアプローチの中止を決定した場合の再指定と開示
に関する規律を設けること、企業がIFRS第9号を適用したりIAS第39号の適用に
戻ったりすることはできないことの２点を確認した。 
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IFRS第9号と保険契約の新基準書の異なる発効日 

IASBの審議内容 – 上書きアプローチ 
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IASB理事は、上書きアプローチを議論するにあたって挙げられた5つの議題のうち
下記3つの議題についてスタッフの提案を支持し、全員一致で可決した。 

1. 上書きアプローチの対象として適格な金融資産 

2. 金融資産の再指定 

3. 経過措置 

表示については8対5、開示については9対4でそれぞれ可決された。 
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IFRS第9号と保険契約の新基準書の異なる発効日 

暫定決定事項 – 上書きアプローチ  
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 IASBスタッフは、 延期アプローチをどのように基準化していくかについて決議
するにあたって、IASBが上書きアプローチと比較できるように一連の提案を
行った。 

 第一の特徴は、2018年1月1日時点で保険契約が負債の大半を占める主要なもの
である場合に、企業は適格となるという点である。IASBは、この判定に関し閾
値は定めないが、3分の2よりもはるかに高い水準になるだろうと述べた。適格
となる場合、延期アプローチはすべての資産に適用される。 

 第二の特徴は、延期アプローチの適格性が一時的なものであるという点である。
保険契約が負債の大半を占める主要なものではなくなった場合、IFRS第9号の要
求事項が翌期から適用されることになる。 

 第三の特徴は、報告企業で判定するアプローチでは、バンカシュアランスグ
ループ内の子会社が、連結レベルでは保険負債が大半を占める主要なものでは
ないが故に、連結パッケージを送付するためにIFRS第9号へ移行しなければなら
ない可能性がある点である。 

 報告企業レベルより下のレベルでの判定を行う選択肢は、複雑であることを理
由に却下された。 
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IFRS第9号と保険契約の新基準書の異なる発効日 

IASB審議内容と暫定決定事項 – 延期アプローチ 
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 延期アプローチは任意である。 

 IFRS第9号における「キャッシュ・フローの特性」テストを満たさない資産の信

用リスクが適切にカバーされるように、表示と開示についてさまざまな要求事
項が導入される。IASBは、開示によってIFRS第9号を導入することを避けたよ
うである。 

 最後に、延期アプローチには以下のサンセット条項が設けられる。 

• IFRS第4号フェーズ2が発効される場合は、IFRS第9号が適用され、延期アプ
ローチは失効する。 

• 発効日が2020年1月1日より遅くなる場合、延期アプローチは失効し、全ての
保険会社には2021年1月1日からIFRS第9号が強制適用される。 

• IASBは、そのような場合に保険会社に対して 上書きアプローチの使用を引き
続き認めることを決定した。 
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IFRS第9号と保険契約の新基準書の異なる発効日 

IASB審議内容と暫定決定事項 – 延期アプローチ（続き） 
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 延期アプローチに対する投票決議の結果を要約すると以下のようになる。 
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IFRS第9号と保険契約の新基準書の異なる発効日 

IASB審議内容と暫定決定事項 – 延期アプローチ（続き） 

投票項目 賛成 反対 

「大半を占める主要なもの」かどうかを報告企業レベルで判定する 14 なし 

「大半を占める主要なもの」かどうかを負債総額に基づき判定する 13 1 

閾値は定めないが、実質的に3分の2以上とする指針を設ける 13 1 

「大半を占める主要なもの」の再評価に関する要求事項 13 1 

「大半を占める主要なもの」ではなくなった場合の会計処理 13 1 

IFRS第9号採用後のIAS第39号再採用の禁止 13 1 

表示と開示の要求事項 13 1 

経過措置 14 なし 
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 この論点について、IASB理事が表明した意見は2つに割れた。 

 一部の理事は、この論点が以前に審議されたときから見解を変えた、と述べた。 

 ある理事は、このような延期扱いは悪しき前例を生むようなものではなく、課
題に対処するものであって、一連の開示が財務諸表利用者にとって企業間の比
較を可能にするものであり、したがってこの提案は合理的で実現可能な解決策
であると述べた。 

 別の理事は、企業レベルでの延期を支持した。企業はその後公正価値モデルに
移行するかもしれず、その場合、予想損失モデルのためのシステムを整備する
よう要求することは不合理だからである。 

 示された懸念の中には、延期がいつまで続くのかについての不確実性、大規模
保険会社が資本市場において非常に重要であるという事実、比較可能性の欠如、
そしてIFRS第9号の適用が全体的にさらに難しくなるリスクなどが含まれていた。 

10 IFRS 4 フェーズ２ ウェブキャスト 2015年9月29日 参考和訳 

IFRS第9号と保険契約の新基準書の異なる発効日 

提案された解決策として延期アプローチを選択することについてのIASBの投票 
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 質問に対し、スタッフは2016年末までにIFRS第4号フェーズ2を公表する意図を
示した。ある IASB理事は、 その予定の達成可能性について悲観的な意見を述べ
た。 

 議長は、IASBがIFRS第4号フェーズ2の公表について相当な時間的圧力にさらさ
れており、決定事項に至らなければならないと述べた。また、IFRS第9号の延期
を実現すべく「カーブイン」（部分的適用）を設けるようにECに強い圧力がか
かっていること、IFRS第4号 フェーズ２完了に向けた明確な時系列に賛成であ
り、IASBは再公開草案を公表せずに最終化することに対して多大な支持を得た
いとも述べた。 

暫定決定事項 

 IASB理事のスタッフの提案に対する最初の投票結果は、賛成7名、反対7名、棄
権なしであった。 

 投票規則の説明後、IASBは9月23日水曜日に再召集され、議長が決定票を行使
して延期アプローチの提案内容を承認した。 
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IFRS第9号と保険契約の新基準書の異なる発効日 

提案された解決策として延期アプローチを選択することについてのIASBの投票
（続き） 
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 2014年3月にIASBは、無配当契約について、割引率の変動の影響を純損益とOCI

とに分解することを会計方針として選択できることを暫定決定した。その場合、
以下のようになる。 

• 純損益で表示される金利費用は、契約開始時のロックイン割引率を用いて算
定される 

• 原価測定基礎による保険投資費用と現在測定基礎による保険投資費用との差
額はOCIで表示される 
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保険契約 –市場変数の変動から生じる変動のOCIへの分解 

背景   
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 有配当契約に関する割引率の変動の純損益とOCIへの分解について、以下の論点
が議論された。 

1. 実務上の仕組み (一般モデル・変動手数料アプローチのいずれが適用される
かを問わずすべての契約が対象) 

2. 一部の特定の契約（契約と企業が保有する項目との間に経済的なミスマッチ
が存在しない）について、異なる要求事項（当期簿価利回り法）が必要かど
うか 

3. 上記のような純損益とOCIとへの分解を会計方針の選択とするかどうか 

4. 遡及適用が実務上不可能な場合にOCI累計残高を算定するための経過措置を
単純化する 
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保険契約 –市場変数の変動から生じる変動のOCIへの分解 

様々な投票セッションの目的 
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保険契約 –市場変数の変動から生じる変動のOCIへの分解 

スタッフ提案#1 –OCIの仕組み 

 新基準の下で会計処理されるすべての契約について、 

• 新基準では、市場変数の変動から生じる変動を純損益とOCIに分解する目的

が、純損益の保険投資費用を原価測定基礎を用いて表示することであると規
定する。 

したがって、保険投資費用の原価測定基礎と現在測定基礎との差額はOCIで
認識され、純損益に巻き戻されていく。 

• 新基準では、原価測定基礎の保険投資費用の算定についての詳細な仕組みは
規定しない。 

• 新基準では、市場変数の変動から生じるキャッシュ・フローの金額の見積り
の変動は、割引率の変動と整合的にOCIで表示することを規定する。 

暫定決定 

 最後の項目で2名が反対した以外は、理事全員が同意した。 
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保険契約 –市場変数の変動から生じる変動のOCIへの分解 

スタッフ提案#2 –当期簿価利回りアプローチ 

 IASBは、経済的ミスマッチがない場合には当期簿価利回りアプローチを容認す
ることを承認した。これは以下の場合に限られる。 

1. 契約が直接連動の有配当契約（すなわち、企業が契約者に対して、基礎とな
る項目の公正価値に相当する額を支払う義務を負い、したがって変動手数料
アプローチが適用される契約）であり、かつ 

2. 企業が基礎となる項目を保有している。選択によるか要求されているかは問
わない。 

暫定決定の議決 

 9名の理事が賛成し、5名が反対した。 
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保険契約 –市場変数の変動から生じる変動のOCIへの分解 

スタッフ提案#2 –当期簿価利回りアプローチ（続き） 

 当期簿価利回りアプローチから他のアプローチへの変更（逆も同様）が必要と
なる場合、 

• OCIの期首累計残高は修正再表示してはならない。 

• アプローチ変更前に適用していた前提条件に基づき、OCI累計残高を純損益

に解放（リサイクル）し続けなければならない。事実上、変更前の方法が変
更時のOCI残高に対して適用され続けることになる。 

• 過去の比較情報を修正再表示してはならない。 

• アプローチの変更が生じた期に以下の情報を開示しなければならない。 

- 変更理由と影響を受ける各財務諸表項目に対する影響の説明 

- 当期簿価利回りアプローチにもはや適格でなくなっているが、過去には適
格であった（又はその逆）契約の価値 
 

暫定決定の議決 

 この提案は全員一致で承認された。 
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保険契約 –市場変数の変動から生じる変動のOCIへの分解 

スタッフ提案#3 –会計方針の選択 

 スタッフ提案は、個々のポートフォリオに選択した会計方針を適用し、IAS第8

号の要求事項における遡及適用を完全に適用するという、無配当契約において
以前に承認されたものと同じ制度を採用するものであった。 

 

暫定決定 

 13名の理事がスタッフ提案に賛成し、1名の理事が反対した。 
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保険契約 –市場変数の変動から生じる変動のOCIへの分解 

スタッフ提案#4 –遡及適用が実務上不可能な場合の単純化した経過措置 

 スタッフは、遡及適用が実務上不可能な場合に、有配当契約に係る移行時点の
OCI累計残高の修正再表示を単純化するよう提案した。この単純化は、簿価利
回りアプローチを使用している場合と使用していない場合とで異なっている。 

a) 簿価利回りアプローチが使用される場合は、OCI累計残高（基礎となる項目

が純損益で会計処理されているような場合には剰余金残高）を生じさせる際、
基礎となる項目が考慮される 

b) a)以外の場合、OCI累計残高はゼロとなる。 

 

暫定決定 

 13名の理事がスタッフ提案に賛成し、1名の理事が反対した。 
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保険契約 –市場変数の変動から生じる変動のOCIへの分解 

IASBの着地点に関するデロイトの要約 

当期簿価利回り 
実効利回り 

または類似のもの 
ロックイン利回り 

直接連動の有配当契約 
適用 

（訳注：P.15参照） 
適用 適用不可 

間接連動の有配当契約 適用不可 適用 適用不可 

無配当契約 適用不可 適用不可 適用 
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 新しいIASBの決定によると、実効利回りアプローチとロックインアプローチを
区別する仕組みは適用指針に基づく予定である。 

 保険者は、 OCIによる解決策を会計方針として選択する場合には必ず、キャッ

シュ・フローのうちどの部分だけに市場変数が影響するかについて判断を行使
することが要求されるとともに、採用するアプローチは純損益に計上される原
価測定基礎の金利費用を算定するものでなければならないという目的に沿うこ
とが要求される。 
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保険契約に関するリスクを軽減することによる会計上の影響 

直接連動の有配当契約に対するヘッジ活動 

 会計上のミスマッチが以下の両者間で生じる可能性がある。 

• 直接連動の有配当契約に組み込まれた保証の価値の変動。これは変動手数料
アプローチにしたがってCSMで調整される。 

• 上記の保証から生じるリスクを軽減するために用いるデリバティブの公正価
値の変動。これは純損益で認識される。 

 スタッフは、金融変数の変動が生み出す保証のコストから保険者の将来利益を
守るように行われるヘッジ活動は正当なリスク管理戦略を表しており、そのよ
うな会計上のミスマッチには対処すべきであることを提案した。 

 スタッフはアウトリーチ活動に基づき、保険会社が保証（CSMではなく純損益

に計上）を分離して測定可能であることを確認しており、このアプローチはオ
プションになると述べた。 

 2名の理事が何もすべきでないと述べたが、他の理事は現実的な業績尺度が必要
とされることを考慮した。この最後の見解が多くの他の理事による賛同を得た。 
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保険契約に関するリスクを軽減することによる会計上の影響 

直接連動の有配当契約に対するヘッジ活動 

 スタッフの提案には、このようなヘッジ会計処理に適格となるために満たさな
ければならない、以下のような規準も含まれていた。 

1. ヘッジ活動は、保険者のリスク管理戦略と整合していなければならない。 

2. 組み込まれた保証とデリバティブには経済的な相殺関係が必要である。この
相殺関係は会計上の測定方法の違いを通じて評価されるものではない。 

3. 信用リスクは経済的な相殺関係に著しく優越するものではない。 

 

 この会計処理を保持するための条件は下記の通りである。 

1. 会計処理を開始する前にヘッジ活動についての文書化を行なうこと 

2. 経済的な相殺関係がもはや存在しなくなった場合のヘッジ会計の中止 

 

暫定決定 

 全13名のIASB理事はスタッフの提案への支持を表明した。 
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保険契約 

IASBとFASBとの間で行なわれたプロジェクトのアップデート 

IASBとFASBの合同会議 

 9月23日に合同会議が開催され、その場でIASBとFASBはそれぞれの保険契約プ
ロジェクトの進捗状況を互いにアップデートした 

 この会議で議論された問題は専ら教育目的なものであり、このウェブキャスト
では取り上げていない 
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次のステップ  

残りの技術的論点と公表日 

 IASBは残りの技術的論点を、2015年に予定されている今後3回の会議で検討す
る見込みである。特に、次の論点が検討される予定である。 

• 間接連動の有配当契約 

• IASBの一般モデルと変動手数料アプローチの差異 

• 表示と開示の要求事項 

 IFRS第9号の適用時期のズレへの対応に関する公開草案が2015年末頃に公表さ
れる予定である。コメント期間（正式な新基準書に必要とされる120日よりも
短くなる予定）は10月のIASB会議で決定される予定である（訳注：10月の
IASB会議でコメント期間は60日に決定された）。 

 保険契約の新基準は2016年に公表されることが見込まれる。 

 新基準の強制発効日については、IASBが審議を終了するまで検討しない予定で
ある。 
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